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令和５年７月５日  市長定例記者会見 

 

 

 

 

   

 

１ 権利擁護支援体制の強化 

（１）概要 

６月１４日に認知症基本法が成立し自治体としての責務が示されたこと、また、４月に設置した 

「権利擁護ステーション」の本格稼働に向けて準備が整ったことを踏まえ、法律と福祉の接続を図 

り、高齢者、障害者、児童、生活困窮などの分野を超えて一次支援機関を支える「地域連携ネット 

ワーク推進会議」を立ち上げる。 

地域共生社会の実現を目指し、既存の体制では解決困難な相談を専門家が支えることで、市民の 

尊厳が維持されるとともに、社会の一員として尊重されるよう権利擁護支援体制の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※一次支援機関は次のとおり。 

【高齢分野】地域包括支援センター、居宅介護支援事業所【障害分野】はあとふる、相談支援事業所【児童分野】は 

あとふる、スクールソーシャルワーカー、相談支援事業所【生活困窮分野】生活支援センター【全分野】市役所、社 

協の権利擁護センター、各病院の地域医療連携室 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉部地域包括ケア推進課 

健康福祉部地域共生推進課 

電話：082-420-0984（地域包括ケア推進課） 

    082-420-0932（地域共生推進課） 

H30 R1 R2 R3 R4
認知症 1,417 1,989 2,495 3,098 5,191
虐待（高齢者） 677 1,397 1,204 1,773 2,782
虐待（障害者） 47 111 197 428 548
成年後見制度 278 381 688 637 760
金銭管理・8050問題・ゴミ屋敷・
近隣トラブル等 800 1,771

合計 2,419 3,878 4,584 6,736 11,052

地域共生社会の実現に向けた新たな取組み 

金銭管理、８０５０問

題など、社会的な課題

を背景とする相談が

急増（Ｒ３からカテゴ

リーを新たに追加） 
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（２）「地域連携ネットワーク推進会議」の立ち上げについて 

権利擁護に見識のある専門職として、弁護士、司法書士、社会福祉士、医療・福祉関係団体から、 

また、オブザーバーとして家庭裁判所に参加いただく「地域連携ネットワーク推進会議」の立ち上 

げに向けて、７月３１日に準備会を開催する。 

   この準備会では、本市の現状と課題を共有し、本年度における取組みの方向性について協議を行

う。 

 

（３）開催日時・場所 

日時：７月３１日（月） １７時３０分～ 

場所：東広島イノベーションラボ ミライノ+ （東広島市西条岡町１０-１０ べに屋ビル１Ｆ） 

 

 

（実施イメージ） 
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２ ヤングケアラーの支援に向けた取組み 

（１）概要 

   地域共生社会の推進を図るため、複合的な課題を抱える世帯への支援策の一つとして、大人に代

わって日常的に家事や家族の世話をする、いわゆる「ヤングケアラー」等を対象とするヤングケア

ラー等サポート事業を実施する。 

支援が必要な世帯に対して保健師等が伴走し、協力事業者と連携しつつ、一人ひとりの状況に応じ 

た支援を図ることで、ヤングケアラー等の孤立の解消につなげるとともに、子どもの権利を守る環 

境を整える。 

   

【参考】国におけるヤングケアラーの実態調査 

     「世話をしている家族がいる」と回答した割合 

     ・小学６年生調査…６．５％   

・中学２年生調査…５．７％ 

 ⇒クラスのうち１～２人はヤングケアラーかもしれないという結果 

     （2020年から 2022年にかけての調査、小学６年生は株式会社日本総合研究所、中学２年は三菱ＵＦＪリサーチ・コンサルティング調べ） 

 

（２）実施イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ※サポーターを派遣するだけでなく、保健師等が世帯に伴走支援していくことで、単なる家事援助に 

留まらない支援（ヤングケアラーの心的サポート、孤立解消や進路相談など）につなげる。 

 

（３）支援の概要 

  ①サポート内容：食事の準備及び後片付け、衣類の洗濯援助、清掃、買い物、きょうだいの世話及び

遊び相手、きょうだいの送迎（徒歩による）等 

  ②利 用 期 間：最長６か月（状況により再申請可） 

  ③利 用 回 数：１週間に２回まで、１回あたり１時間３０分以内 

 

（４）協力事業者 

   東広島市社会福祉協議会、東広島市シルバー人材センター ほか２事業所 
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（５）事業開始 

   ７月中に複数世帯で支援が開始できるよう調整中 

 

（６）利用について 

当面、関係機関（生活保護、生活困窮、各小中学校、保育施設等）がすでに把握しているヤング 

ケアラー世帯への支援を実施しつつ、制度のブラッシュアップを図る。 
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（参考） 

１ 成年後見制度の利用者数及び年間申立件数の推移 
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２ 東広島市における虐待件数の推移 
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３ 権利擁護ステーションの取組事例 
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